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梨
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一
部
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改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
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…
…
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三
八
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分
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
四

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
三
八
四

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
三
八
五

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
五

○
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
九
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
事
業
団

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
え
で
荘
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

街
の
薬
局

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
千
三
百
四
十
七
番
地
十

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
都
留
イ
ン
タ
ー
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
つ
る
一
丁
目
一
一
六
番
の
一
地
先
か
ら

旧

三
・
八
〜

五
三
四
・
〇

都
留
市
つ
る
五
丁
目
七
九
四
番
の
一
地
先
ま
で

五
一
・
四

都
留
市
つ
る
一
丁
目
一
一
六
番
の
一
地
先
か
ら

新

三
・
八
〜

五
三
四
・
〇

都
留
市
つ
る
五
丁
目
七
九
四
番
の
一
地
先
ま
で

五
一
・
四

都
留
市
つ
る
四
丁
目
一
一
七
六
番
地
先
か
ら

八
・
〇
〜

一
五
三
・
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

五
月
三
十
日

第
千
五
百
七
十
四
号

月　曜　日



都
留
市
つ
る
五
丁
目
一
〇
四
八
番
の
二
地
先
ま
で

二
三
・
五

都
留
市
つ
る
四
丁
目
一
一
七
三
番
の
五
地
先
か
ら

七
・
〇
〜

四
五
五
・
〇

都
留
市
つ
る
五
丁
目
一
〇
九
八
番
の
二
地
先
ま
で

二
一
・
五

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

休
息
勝
沼
線

東
山
梨
郡
勝
沼
町
大
字
小
佐
手
字
工

一
五
二
・
〇
平
成
十
七
年

宮
一
二
七
〇
番
の
一
地
先
か
ら

五
月
三
十
日

東
山
梨
郡
勝
沼
町
大
字
小
佐
手
字
寺

山
二
二
七
四
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

身
延
本
栖
線

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷

五
三
・
三

平
成
十
七
年

三
五
〇
一
番
の
八
地
先
か
ら

六
月
一
日

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷

三
五
〇
三
番
の
三
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士

吉
田
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
処
分
は
、
土

地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分
の

公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

変
更
前
の
字
の
区
域

変
更
後
の
字
の
区
域

大
字
下
吉
田
字
田
端
四
八
九
〇
か
ら
四
八
九
二

大
字
下
吉
田
字
新
田
端

ま
で
、
四
八
九
五
、
四
九
〇
一
の
一
、
四
九
〇

一
の
四
、
四
九
〇
一
の
五
、
四
九
〇
三
の
一
、

四
九
〇
三
の
三
、
四
九
〇
三
の
四
、
四
九
二
三

の
一
、
四
九
二
三
の
二
、
四
九
二
四
、
四
九
二

五
、
四
九
二
六
の
一
、
四
九
二
六
の
二
、
四
九

二
七
の
一
、
四
九
二
七
の
二
、
四
九
二
八
の
一

、
四
九
二
八
の
二
、
四
九
二
九
か
ら
四
九
四
七

ま
で
、
四
九
四
八
の
一
、
四
九
四
八
の
二
、
四

九
四
九
の
一
、
四
九
四
九
の
二
、
四
九
五
三
か

ら
四
九
五
五
ま
で
、
四
九
五
六
の
一
、
四
九
五

六
の
二
、
四
九
五
七
か
ら
四
九
五
九
ま
で
、
四

九
六
〇
の
一
か
ら
四
九
六
〇
の
三
ま
で
、
四
九

六
二
、
四
九
六
三
、
四
九
六
四
の
一
か
ら
四
九

六
四
の
四
ま
で
、
四
九
六
五
か
ら
四
九
七
二
ま

で
、
四
九
七
七
、
四
九
七
八
、
四
九
八
二
、
四

九
八
三
、
四
九
八
四
の
一
、
四
九
八
四
の
二
、

四
九
八
五
か
ら
四
九
八
七
ま
で
、
四
九
八
七
の

内
一
、
四
九
八
八
の
一
か
ら
四
九
八
八
の
七
ま

で
、
四
九
九
〇
の
一
か
ら
四
九
九
〇
の
八
ま
で

、
四
九
九
一
、
四
九
九
二
の
一
か
ら
四
九
九
二

の
九
ま
で
、
四
九
九
三
の
一
、
四
九
九
三
の
二

、
四
九
九
五
、
四
九
九
六
、
四
九
九
六
の
乙
、

四
九
九
七
か
ら
四
九
九
九
ま
で
、
五
〇
〇
〇
の

一
、
五
〇
〇
〇
の
二
、
五
〇
〇
一
、
五
〇
〇
二

、
五
〇
〇
三
の
一
、
五
〇
〇
三
の
四
、
五
〇
〇

四
の
一
、
五
〇
〇
四
の
二
、
五
〇
〇
五
、
五
〇

〇
六
の
一
、
五
〇
〇
六
の
二
、
五
〇
〇
七
か
ら

五
〇
一
一
ま
で
、
五
〇
一
二
の
一
か
ら
五
〇
一

二
の
三
ま
で
、
五
〇
一
三
の
一
、
五
〇
一
三
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
七
八



二
、
五
〇
一
四
の
一
、
五
〇
一
四
の
二
、
五
〇

一
五
の
一
、
五
〇
一
五
の
四
、
五
〇
一
六
、
五

〇
一
七
の
一
、
五
〇
一
七
の
二
、
五
〇
一
八
の

一
、
五
〇
一
八
の
三
、
五
〇
一
九
の
二
、
五
〇

二
四
の
一
か
ら
五
〇
二
四
の
三
ま
で
、
五
〇
二

五
の
一
か
ら
五
〇
二
五
の
一
一
ま
で
、
五
〇
二

六
の
一
か
ら
五
〇
二
六
の
六
ま
で
、
五
〇
二
七

か
ら
五
〇
二
九
ま
で
、
五
〇
三
〇
の
一
か
ら
五

〇
三
〇
の
六
ま
で
、
五
〇
三
〇
の
八
か
ら
五
〇

三
〇
の
一
二
ま
で
、
五
〇
三
一
の
一
か
ら
五
〇

三
一
の
三
ま
で
、
五
〇
三
二
、
五
〇
三
三
の
一

、
五
〇
三
三
の
二
、
五
〇
三
四
の
一
、
五
〇
三

四
の
二
、
五
〇
三
五
の
一
か
ら
五
〇
三
五
の
四

ま
で
、
五
〇
三
六
の
一
、
五
〇
三
六
の
二
、
五

〇
三
七
の
一
か
ら
五
〇
三
七
の
三
ま
で
、
五
〇

三
八
、
五
〇
三
九
、
五
〇
四
〇
の
一
、
五
〇
四

〇
の
二
、
五
〇
四
一
、
五
〇
四
六
の
一
、
五
〇

四
六
の
三
か
ら
五
〇
四
六
の
五
ま
で
、
五
〇
四

七
、
五
〇
四
八
の
一
か
ら
五
〇
四
八
の
三
ま
で

、
五
〇
四
九
の
一
、
五
〇
五
〇
の
一
、
五
〇
五

一
の
一
、
五
〇
五
二
の
一
、
五
〇
五
三
の
一
、

五
〇
五
三
の
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
富
士
吉
田
市
有
地

の
一
部
並
び
に
四
九
九
〇
の
一
の
地
先
の
国
有

地
の
全
部

大
字
下
吉
田
字
一
メ
目
五
〇
八
二
の
一
の
一
部

、
五
〇
八
四
の
一
部
、
五
〇
八
五
の
一
部
、
五

〇
八
五
の
二
の
一
部
、
五
〇
八
六
の
一
か
ら
五

〇
八
六
の
七
ま
で
の
各
一
部
、
五
〇
八
六
の
八

、
五
〇
八
七
の
一
か
ら
五
〇
八
七
の
三
ま
で
、

五
〇
八
八
の
一
の
一
部
、
五
〇
八
八
の
二
の
一

部
、
五
〇
八
八
の
三
か
ら
五
〇
八
八
の
五
ま
で

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
富
士
吉
田
市
有
地
の
一
部

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
五
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
願
及
び
届
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

を
も
つ
て
、
当
該
願
及
び
届
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
山
梨
県
職
員
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
七
号
）
の
規
定

に
よ
る
旅
行
命
令
簿
（
以
下
「
旅
行
命
令
簿
」
と
い
う
。）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
当
直
勤
務
を
」
の
下
に
「
当
直
勤
務
命
令
簿
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を

加
え
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
職
員
は
、
」
の
下
に
「
合
同
庁
舎
の
」
を
加
え
、
「
に
は
、
当
直
勤
務
命
令

簿
（
第
九
号
様
式
）
に
受
命
者
印
を
押
印
し
、
合
同
庁
舎
の
当
直
勤
務
に
あ
つ
て
」
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「
経
由
印
」
を
「
職
氏
名
」
に
、
「
命
令
印
」
を
「
命
令
者
職
氏
名
」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
七
九

�



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
八
〇

第９号様式（第１９条関係）



「
決
裁
者

第
十
一
号
様
式
中
「
決
　
裁
」
を
　
　
　
　
　
に
、
「
本
人
印
又
は
代
理
願
出
人
職
氏
名
印
」
を
「

職
氏
名
」

本
人
又
は
代
理
願
出
人
職
氏
名
」
に
改
め
る
。

「
決
裁
者

第
十
一
号
様
式
の
二
中
「
決
　
　
　
定
」
を
　
　
　
　
　
に
、
「
本
人
印
又
は
代
理
届
出
人
職
氏
名

職
氏
名
」

印
」
を
「
本
人
又
は
代
理
届
出
人
職
氏
名
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
三
及
び
第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
八
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
八
二

第１１号様式の３（第２３条の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
八
三

第１２号様式（第２４条関係）



「
決
裁
者

第
十
三
号
様
式
中
「
決
　
　
　
裁
」
を
　
　
　
　
　
に
、「
本
人
印
又
は
代
理
届
出
人
職
氏
名
印
」

職
氏
名
」

を
「
本
人
又
は
代
理
届
出
人
職
氏
名
」
に
改
め
る
。

「
決
裁
者

第
十
五
号
様
式
中
「
決
　
　
裁
」
を
　
　
　
　
　
に
、「
本
人
印
又
は
代
理
届
出
人
職
氏
名
印
」
を

職
氏
名
」

「
本
人
又
は
代
理
届
出
人
職
氏
名
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
五
月
十
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
フ
ィ
ー
ル
ド，

２
１

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
坂
本
昭

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
飯
田
四
丁
目
一
番
二
十
一
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
の
人
々
に
対
し
て
、
ま
た
地
域
社
会
に
対
し
て
、
自
然
・
社
会
及
び

人
文
環
境
の
計
測
と
調
査
に
関
す
る
事
業
を
行
な
う
こ
と
で
、
自
然
及
び
社
会
の
環
境
の
保
全
と

創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で

'

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
換
地
処
分
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
施
行
者
の
名
称

富
士
吉
田
市
田
端
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
施
行
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
下
吉
田
字
田
端
及
び
字
一
メ
目
の
各
一
部

三
　
事
業
計
画
決
定
の
年
月
日

平
成
十
一
年
三
月
十
八
日

四
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

富
士
北
麓
都
市
計
画
事
業
田
端
土
地
区
画
整
理
事
業

五
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地

六
　
換
地
計
画
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

七
　
換
地
処
分
通
知
完
了
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
等
（
書
面
又
は
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
九
条
中
「
書
面
」
を
「
書

面
等
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
八
四



山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
等
（
書
面
又
は
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
八
条
中
「
書
面
」
を
「
書

面
等
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
七
条
の
六
中
「
届
出
自
動
車
教
習
所
在
所
証
明
書
」
を
「
届
出
自
動
車
教

習
所
教
習
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
届
出
自
動
車
教
習
所
在
所
証
明
書
」
を
「
届
出
自
動
車
教

習
所
教
習
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
六
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
の
表

を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

受
け

教
習
区
分

よ
う
と
す
る
　
　

現
に
　
　

技
能
教
習

学
科
教
習

第
二
種
の
自
動
車

有
す
る
免
許

大
　
型
　
免
　
許

三
十
六
時
限

二
十
四
時
限

（
十
八
時
限
）

普
　
通
　
免
　
許

四
十
六
時
限

（
二
十
三
時
限
）

大
型
自
動
車

オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
車
限
定
免
許

五
十
時
限

（
二
十
三
時
限
）

大
特
（
無
限
定
）
免
許

五
十
二
時
限

（
二
十
六
時
限
）

大
特
（
カ
タ
ピ
ラ
）
免
許

六
十
時
限

（
三
十
時
限
）

大
　
型
　
免
　
許

二
十
四
時
限

（
十
二
時
限
）

普
　
通
　
免
　
許

二
十
四
時
限

（
十
二
時
限
）

普
通
自
動
車

オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
車
限
定
免
許

二
十
八
時
限

（
十
二
時
限
）

大
特
（
無
限
定
）
免
許

三
十
六
時
限

（
十
八
時
限
）

大
特
（
カ
タ
ピ
ラ
）
免
許

四
十
時
限

（
二
十
時
限
）

大
　
型
　
免
　
許

二
十
四
時
限

（
十
二
時
限
）

普
　
通
　
免
　
許

二
十
四
時
限

（
十
二
時
限
）

オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
車
限
定
免
許

二
十
四
時
限

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
八
五



車

（
十
二
時
限
）

大
特
（
無
限
定
）
免
許

三
十
六
時
限

（
十
八
時
限
）

大
特
（
カ
タ
ピ
ラ
）
免
許

四
十
時
限

（
二
十
時
限
）

大
　
型
　
免
　
許

十
八
時
限

普
　
通
　
免
　
許

十
八
時
限

大
型
特
殊
自
動
車

（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
車
限
定
免
許

（
無
限
定
）

を
含
む
。）

大
特
（
無
限
定
）
免
許

十
二
時
限

大
特
（
カ
タ
ピ
ラ
）
免
許

十
八
時
限

大
　
型
　
免
　
許

十
六
時
限

普
　
通
　
免
　
許

十
六
時
限

大
型
特
殊
自
動
車

（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
車
限
定
免
許

（
カ
タ
ピ
ラ
）

を
含
む
。）

大
特
（
無
限
定
）
免
許

十
時
限

大
特
（
カ
タ
ピ
ラ
）
免
許

十
時
限

牽
引
自
動
車

対
応
す
る
免
許

十
二
時
限

備
　
考

ア
　
教
習
時
間
は
、
一
教
習
時
限
に
つ
き
五
十
分
と
す
る
。

イ
　
（

）
内
の
教
習
時
限
は
、
内
数
と
し
、
道
路
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ウ
　
技
能
教
習
に
つ
い
て
は
、
教
習
を
受
け
る
者
の
技
能
の
習
得
状
況
に
応
じ
、
こ
の
表
に
定

め
る
時
間
を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。

エ
　
教
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
の
種
類
の
う
ち
、
大
型
自
動
車
及
び
普
通
自
動
車
に
つ

い
て
は
、
対
応
す
る
第
一
種
免
許
又
は
仮
免
許
を
受
け
て
い
る
者
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
次
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、

第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
（
第
十
九
条
関
係
）

審
　
　
査
　
　
の
　
　
別

審
査
用
自
動
車
課
題
及
び
審
査
コ
ー
ス

走

普
通
車
は
自
三
車
に
限
る
。

普
通
免
許
に
係
周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

千
二

普
通
車
は
軽
車
（
三
百
六
十
）
に
限
る
。
る
標
準
試
験
車
コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

及
び
屈
折
コ
ー
ス
の
通

許

過

普
通
車
は
限
定
総
重
量
以
下
に
限
る
。

普
通
免
許
に
係

同
　
右

同

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

る
標
準
試
験
車

又
は
限
定
さ
れ

た
普
通
自
動
車

普
通
車
は
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
。

普
通
免
許
に
係
周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

る
標
準
試
験
車
コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

免

交
差
点
、
横
断
歩
道
、

踏
切
、
曲
線
コ
ー
ス
、

屈
折
コ
ー
ス
、
坂
道
コ

ー
ス
及
び
障
害
物
設
置

一

場
所
の
通
過
並
び
に
方

向
変
換

通

普
通
車
は
ミ
ニ
カ
ー
に
限
る
。

同
　
右

同
　
右

二
千

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

審
査
（
普
一
）
未
済

同
　
右

周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

千
二

（
改
正
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
六

コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
（
旧
自
三
））

交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

及
び
屈
折
コ
ー
ス
の
通

過

普

審
査
（
軽
車
）
未
済

同
　
右

同
　
右

同

（
改
正
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
六

号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
（
旧
軽
））

許

普
通
車
は
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
。

同
　
右

技
能
試
験
に
準
ず
る

技
能

免

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

二

仮通普

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
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七
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五
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三
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許

普
通
車
の
旅
客
車
は
自
三
車
に
限
る
。

同
　
右

周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

千
二

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

免

、
屈
折
コ
ー
ス
及
び
鋭

角
コ
ー
ス
の
通
過

種

普
通
車
は
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
。

同
　
右

周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

交
差
点
、
横
断
歩
道
、

二

踏
切
、
曲
線
コ
ー
ス
、

屈
折
コ
ー
ス
、
坂
道
コ

三

ー
ス
、
鋭
角
コ
ー
ス
及

第

び
障
害
物
設
置
場
所
の

通
過
並
び
に
方
向
変
換

通

審
査
（
普
二
）
未
済

同
　
右

周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

（
改
正
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
六

コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
（
旧
自
三
））

交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

普

、
屈
折
コ
ー
ス
及
び
鋭

角
コ
ー
ス
の
通
過

許

大
型
車
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
限
る
。

大
型
二
種
免
許
周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

免
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

に
係
る
標
準
試
コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

種

験
車

交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

四

二

、
屈
折
コ
ー
ス
及
び
鋭

第

角
コ
ー
ス
の
通
過

型大

大
型
車
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
限
る
。

大
型
免
許
に
係
周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

許
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

る
標
準
試
験
車
コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

五

免

交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

型

、
屈
折
コ
ー
ス
の
通
過

大

並
び
に
方
向
変
換

許

大
型
特
殊
車
は
カ
タ
ピ
ラ
を
有
す
る
自
動
大
型
特
殊
免
許
周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

免

車
に
限
る
。

に
係
る
標
準
試
コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

六

殊
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

験
車
又
は
特
例
交
差
点
、
横
断
歩
道
及

特

試
験
車

び
踏
切
の
通
過
並
び
に

型

方
向
変
換

大

許

カ
タ
ピ
ラ
を
有
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
に
牽
引
免
許
に
係
周
回
コ
ー
ス
及
び
幹
線

同

よ
る
牽
引
に
限
る
。

る
標
準
試
験
車
コ
ー
ス
の
走
行
並
び
に

免

農
耕
作
業
用
自
動
車
に
よ
る
牽
引
に
限
る
又
は
特
例
試
験
交
差
点
、
曲
線
コ
ー
ス

七

。

車

、
横
断
歩
道
及
び
踏
切

引
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

の
通
過
並
び
に
方
向
変

牽

換

許

大
型
二
輪
は
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
。

大
型
二
輪
免
許
技
能
試
験
に
準
ず
る

千
五

免
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

に
係
る
標
準
試

輪

験
車

八

二型大許

普
通
二
輪
は
小
型
二
輪
車
に
限
る
。

普
通
二
輪
免
許
同
　
右

千
二

免

普
通
二
輪
は
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
。

に
係
る
標
準
試

九

輪
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
）

験
車

二通普

十

書
面
に
よ
る
審
査

指
定
自
動
車
教
習
所
の
発
行
す
る
技
能
審
査
合

か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
て
い
な
い
者
は

行
　
距
　
離

合
　
　
格
　
　
基
　
　
準

百
メ
ー
ト
ル
以
上

七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

右

同
　
　
右

右

同
　
　
右
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公
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メ
ー
ト
ル
以
上

同
　
　
右

百
メ
ー
ト
ル
以
上

同
　
　
右

右

同
　
　
右

試
験
に
準
ず
る

同
　
　
右

百
メ
ー
ト
ル
以
上

八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

右

同
　
　
右

右

同
　
　
右

右

同
　
　
右

右

七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

右

同
　
　
右

右

同
　
　
右

百
メ
ー
ト
ル
以
上

同
　
　
右

百
メ
ー
ト
ル
以
上

同
　
　
右

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
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四
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格
証
明
書
を
有
す
る
者
で
当
該
証
明
書
発
行
の
日

、
技
能
審
査
は
免
除
す
る
。

別
表
第
七
を
別
表
第
六
の
二
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
七
（
第
二
十
三
条
関
係
）

教
　
　
　
習
　
　
　
の
　
　
　
別

教
　
習
　
時
　
間
　
の
　
別

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律

普
通
自
動
車
に
よ
る
四
時
限
以
上

第
九
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
三
項
の

の
技
能
教
習

規
定
に
よ
り
運
転
で
き
る
普
通
自
動
車
が
旧
自
動
三
輪
車
又

は
旧
軽
自
動
車
に
限
定
さ
れ
た
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者

（
免
許
失
効
に
よ
り
同
様
の
条
件
が
付
さ
れ
た
普
通
免
許
を

受
け
て
い
る
者
を
含
む
。）
に
係
る
限
定
解
除

運
転
で
き
る
大
型
特
殊
自
動
車
が
カ
タ
ピ
ラ
を
有
す
る
自
動

大
型
特
殊
自
動
車
に
よ
る
六
時
限

車
（
車
輪
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
農
耕
作
業
用
自

以
上
の
技
能
教
習

動
車
に
限
定
さ
れ
た
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係

る
限
定
解
除

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
（
昭

大
型
自
動
車
に
よ
る
十
二
時
限
以

和
四
十
五
年
総
理
府
令
第
二
十
八
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定

以
上
の
技
能
教
習

に
よ
り
、
運
転
で
き
る
大
型
自
動
車
が
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
限

定
さ
れ
て
い
る
大
型
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
免
許
の
失
効

に
よ
り
同
様
の
条
件
が
付
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
に
係
る
限

定
解
除

運
転
で
き
る
普
通
自
動
車
が
「
普
通
車
は
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

普
通
自
動
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

車
に
限
る
」
の
限
定
を
付
さ
れ
た
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る

車
で
な
い
こ
と
。
）
に
よ
る
四
時

者
に
係
る
限
定
解
除

限
以
上
の
技
能
教
習

運
転
で
き
る
普
通
自
動
車
が
「
一
・
五
ｔ
以
下
の
車
両
に
限

普
通
自
動
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

る
」
、
「
一
・
二
ｔ
以
下
の
車
両
に
限
る
」
等
の
限
定
を
付

車
を
含
む
。
）
に
よ
る
四
時
限
以

さ
れ
た
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
限
定
解
除

上
の
技
能
教
習

Ａ
Ｔ
限
定
大
型
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
限
定
解

大
型
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

除
（
Ａ
Ｔ
限
定
大
型
二
輪
免
許→

大
型
二
輪
免
許
）

車
で
な
い
こ
と
。
）
に
よ
る
八
時

限
以
上
（
そ
の
者
が
普
通
二
輪
免

許
又
は
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許

を
受
け
て
い
た
場
合
は
五
時
限
以

上
）
の
技
能
教
習

Ａ
Ｔ
限
定
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
限
定
解

普
通
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

除
（
Ａ
Ｔ
限
定
普
通
二
輪
免
許→

普
通
二
輪
免
許
）

車
で
な
い
こ
と
。
）
に
よ
る
五
時

限
以
上
（
そ
の
者
が
小
型
限
定
普

通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
た
場
合

は
三
時
限
以
上
）
の
技
能
教
習

Ａ
Ｔ
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
Ａ

小
型
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

Ｔ
限
定
の
解
除
（
Ａ
Ｔ
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許→

小
型
限

車
で
な
い
こ
と
。
）
に
よ
る
四
時

定
普
通
二
輪
免
許
）

限
以
上
の
技
能
教
習

Ａ
Ｔ
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
Ａ

普
通
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

Ｔ
限
定
及
び
小
型
限
定
の
解
除
（
Ａ
Ｔ
小
型
限
定
普
通
二
輪

車
で
な
い
こ
と
。
）
に
よ
る
八
時

免
許→

普
通
二
輪
免
許
）

限
以
上
の
技
能
教
習

小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
小
型
限

普
通
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

定
の
解
除
（
小
型
限
定
自
動
二
輪
免
許→

普
通
二
輪
免
許
）

車
で
な
い
こ
と
。
）
に
よ
る
五
時

限
以
上
の
技
能
教
習

Ａ
Ｔ
小
型
限
定
普
通
自
動
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係

普
通
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

る
小
型
限
定
の
解
除
（
Ａ
Ｔ
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許→

Ａ

車
で
あ
る
こ
と
。
）
に
よ
る
五
時

Ｔ
限
定
普
通
二
輪
免
許
）

限
以
上
の
技
能
教
習

小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
Ａ
Ｔ
限

普
通
二
輪
車
（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

定
で
の
小
型
限
定
の
解
除
（
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許→

Ａ

車
で
あ
る
こ
と
。
）
に
よ
る
三
時

Ｔ
限
定
普
通
二
輪
免
許
）

限
以
上
の
技
能
教
習

備
考教

習
時
限
は
一
教
習
時
限
に
つ
き
五
十
分
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
四
の
三
、
別
記
様
式
第
十
七
、
別
記
様
式
第
十
九
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。
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成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
九
三

別記様式第２１（第２３条関係）



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
の
三
十
二
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
認
定
し
た
の
で
、
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
二
項
及
び
運

転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
氏

運
転
免
許
取
得
者

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
認
定
年
月
日

名

教
育
に
使
用
す
る

程
の
区
分
及
び
名
称

施
設
の
名
称
及
び

所
在
地

株
式
会
社
協
同
社
山
梨
中
央

山
梨
中
央
自
動
車

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

自
動
車
教
習
所

教
習
所

る
課
程

五
月
三
十
日

甲
府
市
横
根
町
百
九
十
四
番

甲
府
市
横
根
町
百

中
央
「
さ
わ
や
か
」
講
習

地

九
十
四
番
地

林
野
　
潔

株
式
会
社
岳
麓
自
動
車
教
習

岳
麓
自
動
車
教
習

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

所

所

る
課
程

五
月
三
十
日

富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目

富
士
吉
田
市
新
西

ペ
ア
セ
フ
テ
ィ
ー
講
習

五
番
一
号

原
五
丁
目
五
番
一

渡
邊
　
日
出
男

号

株
式
会
社
韮
崎
自
動
車
教
習

韮
崎
自
動
車
教
習

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

所

所

る
課
程

五
月
三
十
日

韮
崎
市
中
島
二
丁
目
八
番
七

韮
崎
市
中
島
二
丁

韮
崎
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー

十
三
号

目
八
番
七
十
三
号

ル
・
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗

堀
内
　
卓

り
安
全
運
転
教
育

有
限
会
社
昭
和
自
動
車
教
習

昭
和
自
動
車
教
習

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

所

所

る
課
程

五
月
三
十
日

中
巨
摩
郡
昭
和
町
上
河
東
三

中
巨
摩
郡
昭
和
町

オ
ー
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン

百
六
十
一
番
地

上
河
東
三
百
六
十

タ
ー
昭
和
・
自
動
二
輪
車
の

吉
井
　
重
雄

一
番
地

二
人
乗
り
運
転
教
育

株
式
会
社
長
坂
自
動
車
教
習

長
坂
自
動
車
教
習

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

所

所

る
課
程

五
月
三
十
日

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
千

北
杜
市
長
坂
町
長

普
通
自
動
二
輪
車
二
人
乗
り

五
百
三
十
一
番
地
一

坂
上
条
千
五
百
三

教
室

小
宮
山
　
福
三

十
一
番
地
一

株
式
会
社
湯
村
自
動
車
学
校

湯
村
自
動
車
学
校

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

甲
府
市
塩
部
二
丁
目
二
番
十

甲
府
市
塩
部
二
丁

る
課
程

五
月
三
十
日

五
号

目
二
番
十
五
号

大
型
・
普
通
自
動
二
輪
車
の

小
野
　
公
人

習
熟
運
転
者
安
全
運
転
教
室

株
式
会
社
小
淵
沢
自
動
車
教

小
淵
沢
自
動
車
教

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

習
所

習
所

る
課
程

五
月
三
十
日

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
六
千
九

北
巨
摩
郡
小
淵
沢

二
人
乗
り
安
全
運
転
教
育
課

百
七
番
地

町
六
千
九
百
七
番

程

堀
内
　
卓

地

株
式
会
社
小
笠
原
自
動
車
教

小
笠
原
自
動
車
教

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

習
所

習
所

る
課
程

五
月
三
十
日

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
千
五

南
ア
ル
プ
ス
市
小

二
人
乗
り
講
習

百
二
十
三
番
地

笠
原
千
五
百
二
十

横
内
　
孟

三
番
地

南
部
自
動
車
教
習
所

南
部
自
動
車
教
習

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

南
巨
摩
郡
南
部
町
内
船
八
千

所

る
課
程

五
月
三
十
日

九
百
番
地

南
巨
摩
郡
南
部
町

南
部
「
に
わ
つ
る
」
講
習

大
窪
　
昌
樹

内
船
八
千
九
百
番

地

西
関
東
興
業
株
式
会
社
上
野

上
野
原
自
動
車
教

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

原
自
動
車
教
習
所

習
所

る
課
程

五
月
三
十
日

上
野
原
市
上
野
原
百
二
十
番

上
野
原
市
上
野
原

二
輪
ド
ラ
イ
バ
ー
習
熟
教
育

地

百
二
十
番
地

志
村
　
惠

西
関
東
興
業
株
式
会
社
都
留

都
留
自
動
車
教
習

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

自
動
車
教
習
所

所

る
課
程

五
月
三
十
日

都
留
市
法
能
二
千
四
百
九
十

都
留
市
法
能
二
千

二
輪
ド
ラ
イ
バ
ー
習
熟
教
育

三
番
地

四
百
九
十
三
番
地

志
村
　
惠

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
九
四



株
式
会
社
大
月
自
動
車
学
校

大
月
自
動
車
学
校

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
平
成
十
七
年

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
千
九
百

大
月
市
賑
岡
町
畑

る
課
程

五
月
三
十
日

五
十
五
番
地

倉
千
九
百
五
十
五

自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
安
全

小
林
　
昭
義

番
地

教
育

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
九
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

三
九
六


